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令和８年度水道料金の福祉減免の受付が始まります

令和８年８月検針分から一定の要件に該当となる世帯について、

水道料金が一部減額となる「福祉減免」の申請受付が始まります。

様式第１号

申請者 １．本人（水道契約者と同じ）

本人との関係

　　代理人連絡先

　次の理由により、水道料金の軽減を申請します。

住　　所

ふりがな

給水栓番号 氏　　名

氏名 ㊞

　　年　　　月　　　日

　軽減の判定のため必要があるときは、当該判定に必要な限度内において、
世帯に属する者の税その他軽減の要件に係る情報について、調査されること
に同意します。

　□また、次次回回以以降降ににつつききままししててもも上記の情報を調査されることに
　　同意しますので、申申請請書書のの提提出出をを省省略略ししまますす。

　□上記情報を調査されることについては、今今回回ののみみ限限定定ししてて
　　同意しますので、次回も申請書を提出いたします。

※　判定の結果、却下になった場合、要件を満たしたのち再度申請書をご提出ください。

※　上記□□のどちらかに✓を記入してください。

同同　　意意　　書書

 ３．満70歳以上の者のみの世帯

　　　年　　月　　日生

軽減申請の理由　※該当する番号に〇をつけてください。

 １．障害者手帳(身障1級・2級、3級の内部障害、療育Ａ、精神1級)を持つ者がいる世帯

　　　該当者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　・　　・

 ２．ひとり親家庭の子を扶養している世帯

　　　該当者(最年少者)氏名　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　・　　・

　-　　- 生年月日
大正・昭和・平成 電話番号

（必須）
　　　(　　　)　　　

（　　　　）

水道契約者
　赤平市

２．代理人氏名 （　　　）

料金軽減申請書
　　年　　月　　日　

赤平市水道事業　管理者

赤平市長　　　　　　　様

※該当する番号に〇をつけてください。

申請方法

同意書について

申請書の
入手方法

市役所上下水道課・茂尻支所・平岸連絡所（午前のみ）市役所上下水道課・茂尻支所・平岸連絡所（午前のみ）

赤平市ホームページ

提出先 上記配布箇所にて提出

持ち物 印鑑

今回から、次回の福祉減免申請書の提出が不要とな今回から、次回の福祉減免申請書の提出が不要とな

る同意書があります。る同意書があります。

申請書下部の同意欄（上段）にチェックを入れると、
次回以降の提出は不要となります。

下段にチェックを入れると、次回も申請書の提出が

必要です。

70歳以上の者だけで構成された世帯である

生活保護の受給をしていない

福祉減免の
該当となりません

福祉減免の該当と
なる可能性があります

障害者手帳（身障１級・２級、３級の内部障害、療育Ａ、精神１級）を
持つ者がいる世帯である

ひとり親家庭等医療費受給証の交付を受けている児童を
扶養または監護している世帯である

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえはい

はい

はい

問合せ　上下水道課緯32-2218判別が難しい場合はお問い合わせください。

①、②、③のいずれかに該当している

①世帯員の住民税が全員均等割非課税

②世帯員の住民税が均等割のみ課税

③上記の世帯員のみが混同している世帯

福祉減免の要件に該当しているか
チェックしましょう！
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農
業
物
価
高
騰
対
策
支
援
金

原
油
や
肥
料
価
格
な
ど
の
高
騰
に
よ
る
農
業
経
営

へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
た
め
農
業
者
に
対
し
、国
の

重
点
支
援
地
方
交
付
金
を
活
用
し
て
支
援
金
を
交
付

し
ま
す
。

【
支
援
金
額
】

令
和
７
年
９
月
１
日
時
点
の
農
業
経
営
面
積
に
応

じ
て
５
万
円
か
ら
15
万
円

【
申
請
期
限
】

令
和
８
年
６
月
30
日
峨
ま
で

【
対
象
者
】

令
和
７
年
９
月
１
日
現
在
、主
た
る
営
農
地
が
赤

平
市
内
で
、次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

煙
赤
平
市
の
認
定
農
業
者
、認
定
新
規
就
農
者
ま
た

は
農
地
所
有
適
格
法
人

煙
令
和
７
年
中
に
集
落
営
農
組
織
に
属
し
て
い
る
こ

と
煙
令
和
７
年
中
の
農
産
物
販
売
金
額
が
50
万
円
以
上

あ
る
こ
と

【
申
請
書
類
】

煙
赤
平
市
農
業
物
価
高
騰
対
策
支
援
金
交
付
申
請
書

兼
請
求
書

煙
誓
約
書
兼
同
意
書

煙
令
和
７
年
中
の
農
産
物
の
販
売
金
額
が
わ
か
る
書

類（
令
和
７
年
分
確
定
申
告
書
の
控
え
な
ど
）

煙
振
込
先
金
融
機
関
口
座
の
通
帳
の
写
し（
組
合
員

勘
定（
ク
ミ
カ
ン
）は
不
可
）

問
合
せ　

農
政
課
緯
32-

１
８
４
２

医
療
・
社
会
福
祉
施
設
等

物
価
高
騰
対
策
支
援
金

物
価
高
騰
の
影
響
を
受
け
て
い
る
市
内
の
医
療
施
設
等
、

介
護
施
設
、障
害
者
施
設
の
事
業
者
を
対
象
に
、物
価
高
騰
対

策
支
援
金
を
交
付
し
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
で
、市
民
生
活

に
必
要
な
医
療
お
よ
び
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
安
定
的
か
つ
継
続

的
な
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
支
援
し
ま
す
。

【
支
援
金
交
付
額
】

１
事
業
者

５
万
円
。た
だ
し
、病
院（
入
院
ベ
ッ
ド
を
有
す

る
）、入
所
・
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
は
１
施
設
あ
た

り
５
万
円
を
加
算
し
、通
所
系
サ
ー
ビ
ス
は
１

施
設
あ
た
り
２
万
円
を
加
算
し
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

令
和
８
年
６
月
30
日
峨
ま
で

【
交
付
対
象
】

本
市
に
医
療
施
設
等
、介
護
施
設
、障
害
者
施
設
の
い
ず
れ

か
を
有
し
て
い
る
事
業
者
で
、申
請
時
に
お
い
て
次
の
全
て

に
該
当
す
る
事
業
者

煙
本
市
に
医
療
施
設
等
、介
護
施
設
、障
害
者
施
設
の
い
ず
れ

か
を
有
し
て
い
る
こ
と

煙
申
請
時
に
お
い
て
、サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
継
続
し
て
い
る

こ
と

※
該
当
に
な
る
事
業
者
の
種
類
に
つ
い
て
は
、

　

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
申
請
手
続
】

該
当
す
る
事
業
者
に
は
、あ
ら
か
じ
め
申
請
書
を
通
知
し

て
い
ま
す
。ほ
か
に
、該
当
に
な
る
が
申
請
書
が
届
い
て
い
な

い
事
業
者
が
あ
り
ま
し
た
ら
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

介
護
保
険
係
緯
32-

２
２
１
７

中
小
企
業
等
物
価
高
騰
対
策
支
援
金

物
価
高
騰
に
よ
る
事
業
活
動
へ
の
影
響
を
受
け
て

い
る
市
内
事
業
者
に
対
し
、国
の
重
点
支
援
地
方
交

付
金
を
活
用
し
て
支
援
金
を
交
付
し
ま
す
。

【
支
援
金
額
】

個
人
事
業
主　

５
万
円

法
人
事
業
主

10
万
円

雇
用
者
加
算

令
和
８
年
４
月
１
日
現
在
で
雇
用
す

る
雇
用
保
険
被
保
険
者
１
人
に
つ
き

１
万
円
を
、右
記
支
援
金
額
に
加
算

し
て
交
付
し
ま
す
。

【
申
請
期
限
】

令
和
８
年
６
月
30
日
峨
ま
で

【
対
象
事
業
者
】（
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
者
）

煙
市
内
に
常
設
の
事
業
所
を
有
し
、申
請
日
時
点
で

継
続
的
に
事
業
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と

煙
今
後
も
事
業
継
続
の
意
思
が
あ
る
こ
と

煙「
農
業
物
価
高
騰
対
策
支
援
金
」ま
た
は「
医
療
・
社

会
福
祉
施
設
等
物
価
高
騰
対
策
支
援
金
」の
交
付

対
象
で
な
い
こ
と

煙
赤
平
市
に
納
税
義
務
が
あ
り
特
定
滞
納
者
で
な
い

こ
と

【
申
請
書
類
な
ど
】

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
必
要
書
類
を
掲
載

問
合
せ　

商
工
労
政
係
緯
32-

１
８
４
１

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
こ
ち
ら
革

物価高騰対策支援金のお知らせ物価高騰対策支援金のお知らせ




